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信州の森林づくり事業補助金交付要綱 

 

（平成 27年３月 31日 26森推第 861号 林務部長通知） 

（最終改正 令和８年３月 31日 ７森推第 1185号 林務部長通知） 

（趣旨） 

第１ この要綱は、森林の整備を促進し、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、地球温暖

化の防止、林産物の供給等の森林の多面的機能の維持・増進を図るため、森林整備を行う団体

又は個人の当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補

助金等交付規則（昭和 34 年長野県規則第９号。以下「規則」という。）に定めのあるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助事業の種類、対象経費及び補助率） 

第２ 第１に規定する補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の種類、経費

及び補助率は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定に関わらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、補助金の交付の対象としない。 

(1) 県税の未納がある者 

(2) 長野県暴力団排除条例（平成 23 年長野県条例第 21 号）に規定する暴力団員又は暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

(3) その他知事が適当でないと認める者 

 

（補助金交付の条件） 

第３ 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。 

(1)  この補助金に関する法令、規則及び本要綱に従わなければならない。 

(2) 補助事業の完了年度の翌年度の初日から起算して５年以内（協定に基づき実施した事業の

場合は当該協定期間が完了するまでの間）に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用

（補助事業の施行地を売り渡し若しくは譲渡し又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当

該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。）する行為又は補助事業の施行地

上の立木竹を全面伐採除去する行為、その他補助目的を達成することが困難となる行為（以

下「転用等」という。）をしようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けるとともに、当

該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

(3) 補助事業のうち、森林経営計画に基づいて行うものについては、当該計画の認定の取消し

をうけた場合は、交付を受けた補助金相当額（当該計画以外で補助事業の交付を受けること

が可能な場合にあっては当該補助事業の補助率で算定される補助金相当額との差額）を返還

すること。 

(4) 補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理（補植や保育等を含む。）

するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、効率的な森林経営を図らなければなら

ないこと。 
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(5) 更新伐及び防火林帯整備を行った場合、当該施行地につき、原則として、その翌年度の初

日から起算して２年を経過して更新が図られていないと知事が判断したときは、植栽により

速やかに更新を図ることとし、これに従わない場合、交付を受けた更新伐に係る補助金相当

額を返還すること。ただし、植栽以外の方法により確実に更新が図られると知事が認めた場

合はこの限りではない。 

(6) 「面的複層林施業の実施について」（令和６年３月 29 日付け５林整整第 925 号林野庁長官

通知。以下「面的複層林施業通知」という。）における更新伐を実施した箇所について、立木

の材積が事業計画に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる伐採を行ったとき、又

は完了年度の初日から起算して 10 年以内に伐区の隣接区域において更新伐を実施したとき

は、交付を受けた更新伐に係る補助金相当額を返還すること。 

(7) (5)及び(6)に掲げる場合のほか、補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業が

ある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しない

ときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。 

 (8) 補助事業のうち事前交付申請事業を中止し若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が

予定の期間内に完了しないとき（遂行が困難になったときを含む。）は、速やかに知事に申請

してその承認を受けること。 

(9)  補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について

の証拠書類並びに知事が調査時に確認した書類等を補助事業終了の翌年度の初日から起算し

て５ヵ年間（協定に基づき実施した事業の場合は当該協定期間が完了するまでの間）整備保

管しなければならないこと。 

(10) 補助事業により取得した財産（１件当たりの取得価格が 50 万円以上の機械及び器具をい

う。）のうち大蔵省令に定められている財産については、処分制限期間内においては善良な管

理者の注意をもって管理するとともに、局長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。 

なお、この期間内に知事の承認を受けて当該財産を処分したことにより収入があった場合

は、その収入の全部又は一部を知事に納付させることがあること。 

(11) 消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額があるこ

とが確定した場合には、その金額の総額等を速やかに局長（林地残材等有効活用支援事業に

あっては知事）に報告するとともに、局長（林地残材等有効活用支援事業にあっては知事）

の返還命令を受け、これを返還しなければならないこと。また、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、

当該補助金の額の確定日の翌年６月 30日までに、報告しなければならない。 

２ 知事は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に掲げるものの

ほか、条件を付することがある。 

 

（補助金交付申請書等） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、信州の森林づくり事業補助金交付申請書によるものとす

る。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次のとおりとする。 
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(1) 事業実行内訳書（事前交付申請事業にあっては事業計画書） 

(2) 事業地位置図 

(3) 事業地実測図 

(4) 事業の実施に当たって関係行政庁の許可若しくは認可又は関係者の同意を要するものにあ

っては、これらを得た旨を証する書類 

(5) 県税に未納がないことを証明する納税証明書の写し（交付申請日前３カ月以内に発行され

たもの。提出は各年度の初回申請時に限る。事業主体が市町村その他県税の納税義務を負わ

ない者である場合は提出を要さない。） 

(6) 前各号に定めるもののほか、知事が必要と認める書類 

３ 前２項の書類の提出期限は、別に定める。 

４ 補助事業の計画変更及び中止は、別に定める。 

 

（実績報告書等） 

第５ 規則第 12 条第１項に規定する実績報告書（事前交付申請事業に限る。）は、信州の森林づ

くり事業実績報告書によるものとする。 

２ 規則第 12条第１項に規定する関係書類（事前交付申請事業に限る。）は次のとおりとする。 

(1) 事業実績書 

(2) 事業地位置図 

３ 前２項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して 30日を経過した日

又は補助金交付決定のあった日の属する年度の３月 31日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金交付の請求） 

第６ 補助事業者が補助金交付の請求（概算払を含む。）をしようとするときは、信州の森林づく

り事業補助金交付（概算払）請求書を知事に提出するものとする。 

 

（補助事業に伴う関係書類等） 

第７ 補助事業者は、補助事業終了の翌年度の初日から起算して５年間（協定に基づき実施した

事業の場合は当該協定期間が完了するまでの間）、第３の１の(８)に規定する書類の他に、事業

施行地台帳及び森林作業道台帳を整備保管しておくものとする。 

 

（申請書等の様式） 

第８ この要綱に規定する申請書等の様式は別に定める。 

 

（書類の提出） 

第９ 別表に示す事業のうち林地残材等有効活用支援事業を除く事業において、規則及びこの要

綱により知事に提出する書類は、補助事業施行地を管轄する地域振興局長を経由するものとす

る。 

 

附  則 
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この要綱は、令和８年度の補助金から適用する。 
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（別表）（第２関係） 

事業の種類 経       費 標準経費に対する補助率 

森林環

境保全

整備事

業 

森林環境

保全直接

支援事業 

１ 森林経営計画等に基づく事業 

森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐

等促進計画において特定間伐等の実施主体に

位置づけられた者又は（以下「計画策定者

等」という。）森林経営管理法第 36条の規定

により県が公表した民間事業者（以下「民間

事業者」という。）が当該各計画に基づいて

行う次に掲げる事業に要する経費 

(1) 人工造林 

(2) 樹下植栽等 

(3) 下刈り 

(4) 雪起こし 

(5) 倒木起こし 

(6) 枝打ち 

(7) 除伐 

(8) 保育間伐 

(9) 間伐 

(10) 更新伐 

(11) 付帯施設等整備 

(12) 森林作業道整備 

 

70/100以内 

ただし、森林所有者等

による整備が進み難い森

林等における分収方式に

よる事業については

85/100以内 

上記以外で、原則、長

野県主伐・再造林推進ガ

イドライン（令和５年３

月 30日付け４信木 692

号林務部長通知）（以下

「ガイドライン」とい

う。）に基づき施業した

人工造林（特殊地拵を除

く。）（以下「ガイドライ

ンに基づく人工造林」と

いう。）、ガイドラインに

基づく人工造林を実施し

た箇所の 3回目までの下

刈り、ガイドラインに基

づく人工造林又はガイド

ラインに基づく人工造林

を実施した箇所の 3回目

までの下刈りと一体的に

実施した付帯施設等整備

（鳥獣害防止施設等整備

に限る。）については

100/100以内 

 

２ 市町村森林整備計画に定める「特に効率的

な施業が可能な森林の区域」又は森林の間伐

等の実施の促進に関する特別措置法第４条第

３項の規定により定められた「特定植栽の実

施を促進すべき区域」において、森林経営計

72/100以内 

ただし、森林所有者等

による整備が進み難い森

林等における分収方式に

よる事業については
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画等に基づき行う次に掲げる事業に要する経

費 

(1) １ha当たり 2,000 本以下の人工造林 

(2) (1)の施行地における３回までの下刈り 

(3) (1)又は(2)と一体的に実施する付帯施設

等整備 

(4) (1)又は(2)と一体的に実施する森林作業

道整備 

90/100以内 

上記以外で、ガイドラ

インに基づく人工造林、

ガイドラインに基づく人

工造林を実施した箇所の

3回目までの下刈り、ガ

イドラインに基づく人工

造林又はガイドラインに

基づく人工造林を実施し

た箇所の 3回目までの下

刈りと一体的に実施した

付帯施設等整備（鳥獣害

防止施設等整備に限

る。）については

100/100以内 

 

３ １、２以外の事業 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組

合、森林整備法人、特定非営利活動法人等又

は森林所有者の団体が行う次に掲げる事業に

要する経費 

(1) 森林法第 10 条の８に規定する伐採及び

伐採後の造林の届出書に基づいて行う人工

造林及び樹下植栽等 

(2) １に該当しない下刈り、雪起こし及び倒 

木起こし 

 

36/100以内 

ただし、森林所有者等に

よる整備が進み難い森林

等における分収方式によ

る事業については

45/100以内 

特定機能

回復事業 

１ 森林緊急造成 

(1) 保安林及び公益的機能別施業森林のう

ち水源涵養機能維持増進森林、山地災害防

止/土壌保全機能維持増進森林に定められ

た森林において市町村、森林組合、生産森

林組合、森林整備法人、特定非営利活動法

人等又は民間事業者が協定等に基づいて

行う次に掲げる事業に要する経費 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

72/100 以内（(2)の場

合は 36/100以内） 

ただし、市町村及び森林

整備法人が行う事業につ

いては 90/100以内（(2)

の場合は 45/100以内） 
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オ 倒木起こし 

カ 除伐 

キ 付帯施設等整備 

ク 森林作業道整備 

(2) (1)以外の森林において市町村、森林組

合、森林整備法人又は特定非営利活動法人

等が協定に基づいて行う(1)の①から⑧に

掲げる事業に要する経費 

 

２ 被害森林整備 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林

組合、森林整備法人、特定非営利活動法人等、

森林経営計画の認定を受けた者又は民間事

業者が協定等に基づいて行う次に掲げる事

業に要する経費 

(1) 人工造林 

(2) 樹下植栽等 

(3) 下刈り 

(4) 雪起こし 

(5) 倒木起こし 

(6) 枝打ち 

(7) 除伐 

(8) 保育間伐 

(9) 更新伐 

(10) 付帯施設等整備 

(11) 森林作業道整備 

(12) 森林保全再生整備 

 

70/100以内 

ただし、森林所有者等

による整備が進み難い森

林等における分収方式に

よる事業については

85/100以内 

 

３  林相

転換特別

対策 

 

(1) 花粉発生源対策タイプ 

市町村、森林所有者、森林組合、

生産森林組合、森林整備法人、特

定非営利活動法人等、森林経営計

画の認定を受けた者又は民間事

業者が協定等に基づいて行う次

に掲げる事業に要する経費 

ア 一貫作業 

イ 人工造林 

ウ 樹下植栽等 

エ 下刈り 

オ 更新伐 

72/100以内（イ、ウ、

オ及び同一箇所で行う 4

回目以降のエ並びにそれ

らと一体的に行うカ及び

キの場合は 70/100） 

上記以外で、ガイドラ

インに基づき施業した一

貫作業（伐倒、搬出集積

を除く。）（以下「ガイド

ラインに基づく一貫作

業」という。）、ガイドラ

インに基づく人工造林、
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カ 付帯施設等整備 

キ 森林作業道整備 

ガイドラインに基づく一

貫作業を実施した箇所の

3回目までの下刈り、ガ

イドラインに基づく人工

造林を実施した箇所の 3

回目までの下刈り、ガイ

ドラインに基づく一貫作

業又はガイドラインに基

づく一貫作業を実施した

箇所の 3回目までの下刈

りと一体的に実施した付

帯施設等整備（鳥獣害防

止施設等整備に限る。）、

ガイドラインに基づく人

工造林又はガイドライン

に基づく人工造林を実施

した箇所の 3回目までの

下刈りと一体的に実施し

た付帯施設等整備（鳥獣

害防止施設等整備に限

る。）については

100/100以内 

 

(2) 林野火災対策タイプ 

市町村、森林所有者、森林組合、

生産森林組合、森林整備法人、特

定非営利活動法人等、森林経営計

画の認定を受けた者又は民間事

業者が協定等に基づいて行う次

に掲げる事業に要する経費 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 防火林帯整備 

72/100以内 

上記以外で、ガイドラ

インに基づく人工造林、

ガイドラインに基づく人

工造林を実施した箇所の

3回目までの下刈り、ガ

イドラインに基づく人工

造林又はガイドラインに

基づく人工造林を実施し

た箇所の 3回目までの下

刈りと一体的に実施した

付帯施設等整備（鳥獣害

防止施設等整備に限

る。）については

100/100以内 
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コ 付帯施設等整備 

サ 森林作業道整備 

 

(3) 野生鳥獣被害対策タイプ 

市町村、森林所有者、森林組合、

生産森林組合、森林整備法人、特

定非営利活動法人等、森林経営計

画の認定を受けた者又は民間事

業者が協定等に基づいて行う次

に掲げる事業に要する経費 

ア 人工造林 

イ 樹下植栽等 

ウ 下刈り 

エ 雪起こし 

オ 倒木起こし 

カ 枝打ち 

キ 除伐 

ク 保育間伐 

ケ 間伐 

コ 更新伐 

サ 緩衝林帯整備 

シ 付帯施設等整備 

ス 森林作業道整備 

72/100以内 

上記以外で、ガイドラ

インに基づく人工造林、

ガイドラインに基づく人

工造林を実施した箇所の

3回目までの下刈り、ガ

イドラインに基づく人工

造林又はガイドラインに

基づく人工造林を実施し

た箇所の 3回目までの下

刈りと一体的に実施した

付帯施設等整備（鳥獣害

防止施設等整備に限

る。）については

100/100以内 

 

４ 保全松林緊急保護整備 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組

合、森林整備法人、森林所有者の団体、森林経

営計画の認定を受けた者又は民間事業者が事

業計画に基づいて行う次に掲げる事業に要す

る経費 

(1) 人工造林 

(2) 樹下植栽等 

(3) 下刈り 

(4) 雪起こし 

(5) 倒木起こし 

(6) 除伐 

(7) 保育間伐 

(8) 衛生伐 

(9) 更新伐 

(10) 付帯施設等整備 

(11) 森林作業道整備 

 

70/100以内 
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みんな

で支え

る里山

整備事

業 

防災・減

災のため

の森林整

備 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組

合、特定非営利活動法人等、森林所有者の団体、

計画策定者等又はその他の林業事業体が、市町

村が定める里山整備方針に基づいて行う森林整

備のうち、次に掲げる事業に要する経費 

(1) 保育間伐 

(2) 間伐 

(3) 更新伐 

(4) 森林作業道整備 

(5) 作業路開設 

(6) 付帯事業 

 

90/100以内 

開かれた

里山の整

備事業 

里山整備利用推進協議会、里山整備利用推進

協議会の構成員が、長野県ふるさとの森林づく

り条例第 26 条に基づく里山整備利用地域にお

いて、より多くの県民等が広く親しめる、レク

リエーションや健康づくり、観光拠点などにも

活用される身近な森林「開かれた里山」の整備

のうち、次に揚げる事業に要す経費 

(1) 花木等の植栽 

(2) 下刈り 

(3) 雪起こし 

 (4) 倒木起こし 

  (5) 枝打ち 

(6) 修景林間整備 

(7) つる切り 

(8) 竹林整備 

(9) その他整備 

(10) 付帯施設等整備 

 

 

90/100以内 

合板・

製材生

産性強

化対策

交付金

事業 

合板・製

材・集成

材国際競

争力強

化・花粉

削減総合

対策 

体質強化・花粉削減計画に明記された市町村、

森林整備法人等とし、林野庁長官が別に定める

ところにより、知事が選定した林業経営体、地

域協議会及び森林所有者その他知事が認めるも

のが事業計画に基づいて行う次に掲げる事業に

要する経費 

(1) 間伐材生産 

別に定める方法により

算定された額又は事業に

要する経費のうちいずれ

か低い額 
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 ア 間伐材の生産 

 イ 里山林の整備 

ウ 関連条件整備活動 

(2)再造林の低コスト化 

ア 一貫作業システム 

イ 低コスト造林 

ウ 下刈 

エ 機械器具整備 

  オ  関連条件整備活動 

 

林業・

木材産

業循環

成長対

策交付

金事業 

間伐材生

産 

市町村、森林整備法人等及び林野庁長官が別

に定めるところにより、知事が選定した林業経

営体が事業計画に基づき行う次に掲げる事業に

要す経費 

(1) 間伐材生産 

 (2) 関連条件整備活動 

 

別に定める方法により

算定された額又は事業に

要する経費のうちいずれ

か低い額 

低コスト

再造林対

策 

市町村、森林整備法人及び選定経営体が事業

計画に基づき行う次に掲げる事業に要す経費 

(1) 低コスト造林の支援 

 (2) 機械器具の整備 

 (3) 関連条件整備活動 

 

別に定める方法により

算定された額又は事業に

要する経費のうちいずれ

か低い額 

県単独

森林整

備事業 

森林整備

事業 

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組

合、特定非営利活動法人等、森林所有者の団体

（共有林代表者を含む。）、計画策定者等又はそ

の他の林業事業体が事業計画に基づいて行う次

に掲げる事業に要する経費 

(1) 間伐 

(2) 枝打ち 

(3) つる切り 

(4) 修景林間整備 

(5) 無立木地造林 

(6) 竹林整備 

(7) 樹下植栽 

(8) 補植 

(9) 森林作業道整備 

50/100以内 



（最終改正日 令和８年３月 31日） 

 

12 

 

（10）簡易作業路開設・補修 

(11) 歩道整備・補修 

(12) 枝条処理 

(13) 倒木整理 

 

グレース

の森創生

事業 

森林整備事業の事業主体のほか、ボランティ

アの参加を募って森林整備を実施する団体など

が行う次に掲げる事業に要する経費 

(1) 除・間伐 

(2) 植栽・保育 

(3) 看板等設置 

 

100/100以内 

県単森林

災害復旧

事業 

市町村、森林整備法人、森林所有者の団体又

はその他の林業事業体が事業計画に基づいて行

う次に掲げる事業に要する経費 

(1) 倒木・折損木整理 

(2) 倒木起こし 

 

50/100以内 

「ふるさ

と信州」

森林リフ

レッシュ

事業 

市町村、森林組合、生産森林組合、特定非営

利活動法人等、森林所有者の団体、自治会等又

はその他の林業事業体が事業計画に基づいて行

う修景林間整備に要する経費 

別に定める方法により

算出された額 

林地残

材等有

効活用

支援事

業 

 
１ 別に定める間接補助事業者が実施する林地

残材の搬出に対して、別に定める補助事業者が

助成する経費 

 

２ 別に定める補助事業者が行う以下の経費 

（１）林地残材活用に向けた技術的支援に要す

る経費 

（２）林地残材活用に向けた研修会の開催経費 

 

３ 別に定める補助事業者が行う事務局運営経

費 

別に定める方法により

算定された額 

ただし、全体の補助金

額に対して３の合計額は

１割以内とする。 
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再造林

省力化

モデル

推進事

業 

 
市町村、森林所有者、森林組合等、森林整備

法人等、特定非営利活動法人等、森林所有者の

団体（共有林代表者含む）、森林経営計画の認

定を受けた者及びその他の林業事業体が事業計

画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 

（１） 架線系集材モデル 

（架線の設置・撤去） 

（２） 再造林省力化モデル 

（造林作業用の機械のレンタル） 

（３） 傾斜地再造林支援 

 

（１）は別に定める方法

により算定された額又は

事業に要する経費のうち

いずれか低い額 

（２）は 90/100以内 

（３）は別に定める方法

により算定された額 

花粉の

少ない

森林へ

の転換

促進事

業 

 
１ 別に定める間接補助事業者が実施するスギ

人工林の植替えに対して、別に定める補助事業

者が助成する経費 

 

２ 別に定める補助事業者が行う事務局運営経

費 

別に定める方法により

算定された額 

 

 

 

 


